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広島市中小企業融資制度（ 景気対策特別融資 ） 

 

支援策の内容、対象者（要件等）、手続きの方法、その他 

対 象 者 

市内に事業所を有し、１年以上継続して同一事業を営んでいる中

小企業者及び組合で、次のいずれかに該当するもの 

ア 最近３か月間の月平均売上額等が、最近３か年のいずれかの年

の同期の月平均売上額等に比べて１０パーセント以上減少して

いるもの 

イ 最近３か月間の月平均売上総利益率又は月平均営業利益率が、

最近３か年のいずれかの年の同期の月平均売上総利益率又は月

平均営業利益率に比べて１０パーセント以上減少しているもの 

資 金 使 途 運転資金 

融 資 限 度 額 ３，０００万円以内 

返 済 期 間 １０年以内（据置１年以内） 

貸 出 利 率 年１．０％以下 

信 用 保 証 原則として広島県信用保証協会の信用保証付とする。 

担保及び保証人 取扱金融機関又は広島県信用保証協会の所定の方法による。 

申 込 窓 口 

商工組合中央金庫、広島銀行、山口銀行、中国銀行、山陰合同銀行、

もみじ銀行、西京銀行、広島信用金庫、呉信用金庫、広島市信用組

合、広島県信用組合 

申 込 方 法 取扱金融機関へ申し込むものとする。 

 


